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資 料 ３

第９期 日向市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況について

◆◆◆ 第４章 施策の展開 ◆◆◆

［令和６年度上半期の実績・下半期の予定］

推進委員会 令和７年１月２８日（火）
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第９期 日向市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況

市は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護

予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制を整えるべく、目標達成に向けた活動を継続的に改善し続け、保険

者機能を強化していくことが求められています。

目標達成に向けた活動においては、適切な進捗管理が重要になります。例えば、計画に記載したサービスごとの見込量と実際の利用状

況が乖離していた場合、新たな取組を加えなければ乖離が広がり、計画が形骸化してしまうおそれがあります。

計画に記載したとおり取組を実施したとしても、その取組により地域課題が必ずしも解決しているとは限りません。

したがって、市は、取組の進捗状況を確認しながら地域課題の改善程度や新たな課題を把握して、取組や目標の修正を検討する必要が

あります。着実に目標に近づいていくためには、介護保険事業計画に記載した目標に向けた取組の実行、及び評価と見直しを繰り返し行

うことが求められます。

そこで、令和６年度上半期の実績を分析し、計画の進捗状況を確認します。
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（１）自立支援型地域ケア会議、圏域別地域ケア会議の充実

【具体的な取組】

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定
自立支援型
地域ケア会
議（地域ケ
ア 個 別 会
議）の開催

●総合事業対象者や要支援者のケアプラン
などを検討する自立支援型地域ケア会議
を開催し、自立支援型ケアマネジメントの
重要性の理解促進とケアマネジメント力
の向上に継続して取り組みます。

●自立支援型地域ケア会議を毎月 2回、開催
し、選定した 3ケースについて総合事業対
象者や要支援者のケアプラン等の検討を
行い、対象者の自立支援に向けたケアマネ
ジメント力向上の推進に取り組みました。

●自立支援型地域ケア会議を通して対象者
に沿ったケアマネジメント力の必要性を
理解し、マネジメント力の底上げと評価の
標準化に取り組むとともに、研修会等によ
り関係職員の資質向上を図ります。

●地域包括支援センター職員や介護支援専
門員及び介護サービス事業者の評価精度
の向上と評価基準の平準化を目指し、自立
支援型地域ケア会議や自立支援型各種研
修会の実施を継続して取り組みます。

●同上 ●同上

圏域別地域
ケア会議の
開催

●日向市社会福祉協議会の生活支援コーデ
ィネーターが中心となって、医療福祉専門
職や民生委員などが連携する圏域別地域
ケア会議を開催し、地域課題の抽出を行い
ます。

●11 月に市と日向市社会福祉協議会による
第 1層、第 2層生活支援コーディネーター
会議を開催し、地域の現状と課題の抽出等
を行いました。2月に地域包括支援センタ
ーも参加した圏域別地域ケア会議を開催
します。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

自立支援型地域ケア個別会議の事例数

（件）
市 ６６ ６６ ６６ ６６ ３２

圏域別地域ケア会議の開催回数（回） 市 ０ ６ ６ ６ ０
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（２）地域包括支援センターの機能強化

【具体的な取組】

【用語説明】
（※１）連携強化会議は、連携強化会議は、地域包括支援センター間の業務の進捗状況の共有および業務の課題に関する協議を、2か月に 1回開催している。
（※２）各専門職部会は、地域包括支援センターに配置された専門職の業務の進捗状況の共有および業務の課題に関する協議を、2か月に 1回開催している。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

人員体制の

確保

●医療福祉専門職の人材確保を推進し、日常
生活圏域（６圏域）ごとに地域包括支援セ
ンターを設置することを目指します。

●7月～8月に市内事業所と医療福祉職の人
材確保に関する意見交換を行いました。

●引き続き、関係事業所等と意見交換し、圏
域ごとの地域包括支援センターの設置を
検討します。

●受託法人との意見交換会を継続して開催
し、業務実態の把握を行い、業務負担軽減
に向けた支援に取り組みます。

●４受託法人と８月～１０月の期間に個別
で実態把握と意見交会換を行いました。

●２月に受託法人との意見交換会を開催し、
引き続き地域包括支援センターの人員確
保、負担軽減となる支援策を検討します。

●宮崎県福祉人材センターと連携し、福祉人
材の確保に繋げます。

●宮崎県福祉人材センター等と連携し、福祉
人材の確保に取り組みます。

役割分担と

連携強化

●連携強化会議(※1)や専門職部会（※2）を

通し、地域包括支援センターの業務内容の

見直しを行うと共に、情報共有や連携強化

を図り、効果的、効率的な運営に努めます。

●連携強化会議や各専門職部会を偶数月に
開催し、業務の効率化や各地域包括支援セ
ンターの業務の情報共有を行いました。

●引き続き、連携強化会議や専門職部会を定
期的に開催し、事業内容の検討、情報共有
や連携強化を図り、効果的、効率的な運営
を行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

効果的な事

業運営

●基幹型地域包括支援センターの設置を研
究します。

●１０月に地域包括ケアシステム構築に向
けた課内検討会を立ち上げ、地域包括支援
センターに対するバックアップ体制につ
いて協議を行いました。

●１１月以降も地域包括ケアシステム構築
に向けた課内検討会を引き続き、開催し、
協議を行います。

●地域包括支援センター運営協議会の意見
を踏まえて、効果的な事業運営に努めま
す。

●７月に開催した第 1 回 地域包括支援セ
ンター運営協議会における協議内容につ
いては、各受託法人との意見交換会にて情
報共有を行いました。

●３月に第 2 回 地域包括支援センター運
営協議会を開催する予定です。

●市の公式アプリ等の活用を検討し、地域包

括支援センターの認知度の向上と活用の

推進を図ります。

●8 月に市のホームページの掲載内容更新
を行いました。

●市の公式アプリ等の活用を検討します。

対応力の向

上

●職員の対応力向上に向けて、各種研修会を
開催・共催していきます。

●地域包括支援センターのケアマネジメン
ト力の向上を目的に深化研究会（研修会）
を２回開催しました。

●１１月に介護予防ケアマネジメント研修
会を開催しました。引き続き、研修会を開
催します。●地域包括支援センターを中心に、介護支援

専門員などに対する生活圏域別総合相談

支援・研修体制の構築を図ります。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

地域包括支援センター職員数（人） 市 ３０ ３３ ３３ ３３ ３０

受託法人との意見交換会の開催（回） 市 １ ５ ５ ５ ５

介護支援専門員を対象とした研修会の
開催回数（回）

地域包括
支援センター

１３ １８ １８ １８ 2
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（３）地域共生社会の実現に向けた取組

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

重層的支援

体制整備事

業の推進

【担当課】

福祉課

●「地域共生社会」の実現に向けて全庁的な

推進体制の整備を進めるとともに、関係機

関や団体との役割を整理し、ネットワーク

の構築を図ります。

●４月、７月に市と多機関協働事業所（社会福
祉協議会）との間で、事業の進捗状況や各相
談事案の対応経過、今後の事業実施体制の在
り方について協議を行いました。

●上半期に引き続き、１０月に市と多機関協働
事業所（社会福祉協議会）等で協議を行いま
した。１月にも予定しています。

●重層的支援体制事業に関する庁内及び関係
機関による連携の円滑化に向けて、これまで
の取り組みを分析・評価し、必要に応じて事
業実施計画の見直しを図ります。

●日向市社会福祉協議会に配置されている

地域力強化推進員、生活支援コーディネー

ター等を中心に、各自治会への地域福祉部

の設置を促進するとともに、地域福祉サポ

ーターの養成を行います。

●通年で、未設置の自治会に対し、地域福祉部
の設置を働きかけます。

●各地区から挙げられた生活福祉課題を整理
分析し、地域福祉コーディネーターや生活支
援コーディネーター等連携協働をしながら、
課題解決に取り組む中で、地域のサポーター
の発掘・育成に取り組みました。

●左記のとおり継続して取り組んでいきま
す。

地域住民が

主体となっ

た地域づく

りの推進

【担当課】

福祉課

●地域の課題解決に取り組み、地域の関係者

間で情報共有を行い、地域づくりを支援し

ます。

●災害時避難行動要支援者の個別避難計画の
作成推進を地域づくりの一環と捉え、２自治
会（区）の自主防災会や民生委員等と連携し
て取り組みました。

●上半期の自治会に、４自治会を加え、地域で
生活福祉課題を抱える方の命と暮らしを守
る活動として、個別避難計画の作成推進に取
り組みます。推進にあたっては、作成対象者
を中心に、地域住民や自主防災会、民生委員
等の関係者と連携協働を図りながら、誰もが
安心して暮らせる地域づくりを推進します。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

地域共生社会づくり研修会・講演会の実施

回数（回）

市、関係機

関・団体
２ ２ ２ ２ ０
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（１）高齢者の健康づくりの推進

【具体的な取組】

基本目標２ 地域で支え合い健やかで躍動的に暮らせるまち

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

健康づくりに

関する意識の

啓発

【担当課】

健康増進課

●健康づくりへの意識を高めるため、生涯

学習事業との連携や、広報紙、ＦＭひゅう

が、ＳＮＳなど各種媒体を積極的に活用し

た幅広い啓発を市民全体に進めていきま

す。

●各種媒体を活用し健康に関する情報発信
を行いました。

●引き続き、市広報に健康づくりについて
の情報を掲載するとともに、各種媒体を
活用した情報発信を行います。

●毎月の広報紙を通じて、健康づくりに関

する情報を市民に提供するとともに、ふれ

あいいきいきサロンや高齢者学級などの

場を活用し、健康教育を実施します。

●市広報の「健康一番」に毎月健康づくりに
ついての情報を掲載しました。また、自主
学級やいきいきサロンからの希望に応じ
て、健康講話を実施しました。

●自主学級やいきいきサロンからの希望に
応じて、健康講話を行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

健康診査の

実施

【担当課】

健康増進課

●メタボリックシンドローム※（内臓脂肪症

候群）に起因する生活習慣病予防のための

特定健康診査、後期高齢者健康診査の実施

を継続し、生活習慣の改善や重症化予防の

ための保健指導を実施します。

●特定健診、後期高齢者健診を実施し、健診
結果に基づき、生活習慣改善や重症化予防
の保健指導を実施しました。

●特定健診、後期高齢者健診を実施し、健診
結果に基づき、生活習慣改善や重症化予防
の保健指導を継続します。

●特定健康診査、後期高齢者健康診査の土日

実施やがん検診の同時実施を継続し、受診

しやすい環境づくりに努めます。また、未

受診者に対して、電話や個別訪問、ハガキ

通知などによる受診勧奨を行い、受診率の

向上を図ります。

●乳がん・子宮がんのセット検診の実施や肺
がん検診におけるリフト車配置など検診
を受けやすい環境づくりに努めました。

●土日健診や各種健（検）診の同時実施など
を継続します。

●電話やはがき通知による受診勧奨を行い
ます。

●後期高齢者健康診査の受診者のうち、フレ

イル予防や脳血管疾患、心疾患、慢性腎臓

病等の重症化予防対象者に対して、積極的

な保健指導を行います。

●各種媒体を活用した健診に関する情報提
供や班回覧等でのチラシ配布などによる
受診勧奨を行いました。

●各種媒体を活用し、健診に関する情報提供
や班回覧等でのチラシ配布などによる受
診勧奨を継続します。

がん検診の

促進

【担当課】

健康増進課

●広報紙等を活用した周知啓発、電話、個別

訪問による受診勧奨を継続して行います。

●班回覧チラシでの集団検診の周知や電話
による受診勧奨を行いました。

●がん検診について、市広報誌や公式ライン
等を活用し周知・啓発を行います。

●がん検診後の要精密検査対象者に対する

受診勧奨も継続して行います。

●がん検診の要精密検査者については、訪問
し、結果説明を行い受診につなげました。

●引き続き、がん検診の要精密検査者につい
て、訪問し、結果説明を行い受診につなげ
ます。
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【用語説明】
※食生活改善推進員＝「健康日本２１」推進のために設置されたもので、市では平成７年に協議会を設置し、食をとおした健康づくりを推進するため、ボ

ランティア活動を行っている。

【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者の食

育推進

【担当課】

健康増進課

●食生活改善推進員※の養成を継続して行

い、増員を図るとともに、活動の充実を図

ります。

●食生活改善推進員養成講座について、班回
覧チラシ、ＦＭひゅうが等での周知を行
い、11月に養成講座を開催しました。

●各地区で高齢者を対象に生活習慣病や低
栄養予防についての講習会を開催します。

●各地区で高齢者の低栄養や生活習慣病の

予防についての講習会を積極的に行いま

す。

●6月～7 月に４地区で高齢者を対象とした
生活習慣病や低栄養予防についての講習
会を開催しました。

●10月、12月に 4地区にて講習会を開催し
ました。1月、2月も計画しています。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

後期高齢者健康診査の受診率（％） 市 ２２.６ ２８.０ ２９.０ ３０.０ １１．７

大腸がん検診の受診率（％） 市 ８.１ １０.０ １１.０ １２.０ １．７

特定健康診査の受診率（％） 市 ３４.１ ３６.０ ３８.０ ４０.０ １１．７
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（２）高齢者の生きがいづくりと積極的な社会参加

①生きがいづくりの推進

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者クラ

ブへの支援

●生きがいづくりや地域活動の推進など、高

齢者クラブの役割は大きいが、社会情勢の

変化等もふまえ、高齢者が活動しやすい環

境づくりを支援し、現状の会員数や、高齢

者クラブ数の維持を目指します。

●高齢者クラブ連合会の理事会や総会に出
席し、情報共有を行いました。各取組が円
滑に行えるように補助金等の申請業務の
支援を行いました。
【出会】理事会：５回、総会：１回

●継続して理事会に出席し、情報共有を行い
ます。

●各高齢者クラブに対して、年間の活動実績
報告書の作成の支援を行います。

ふれあいい

きいきサロ

ン活動の実

施

●高齢者同士、地域住民・社会と繋がる場と

して、いきいきサロン活動の推進に継続し

て取り組みます。

●６７か所の会場にてふれあいいきいきサ
ロンを実施しました。

●いきいきサロン等の通いの場を継続し、高
齢者の社会参加を促します。

●２月に「生活支援サポーター」養成講座を
開催し、いきいきサロンの担い手確保に取
り組みます。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

シルバー人

材センター

への支援と

利用の拡大

●高齢者が生きがいを持ち、地域社会の支え

手として活動しているシルバー人材セン

ターの運営補助を行います。

●日向市シルバー人材センターの運営費に
対する補助を行い、理事会や総会に出席
し、情報共有を行いました。
【出会】理事会：3回、総会：１回

●日向市シルバー人材センターの運営費に
対する補助を行い、情報共有を継続しま
す。
【出会予定】理事会：２回

●シルバー人材センターの利用拡大・会員確

保に向け、広報紙等にて活動の周知を図り

ます。

●市広報３月号にて、シルバー人材センター
の会員募集の周知を行います。

生涯学習の

機会の充実

【担当課】

生涯学習課

●これまで培ってきた知識や技術を伝える

機会や、地域や同年代が抱える課題の解決

に向けて学習する機会などをつくること

で、自らの教養や地域との交流を深め、高

齢者の社会参加を促します。

●高齢者学級で６公民館、自主学級で２団
体とで、高齢者が楽しめる学習の場を確
保しました。

●高齢者学級、自主学級でそれぞれの計画に
沿って、各学習会やレクリエーションを開
催します。
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【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

文化・スポ

ーツ活動の

充実

【担当課】
生涯学習課

●市民が文化芸術活動に興味を持ち、参加し

やすいイベントの充実を図り、広報媒体を

用いて周知を図ります。

●「生涯学習だより」を発行し、高齢者学級、
自主学習の開催について参加募集の案内
を行いました。

●高齢者の意見を取り入れ、高齢者も楽しめ

るニュースポーツや体操をメニューに積

極的に取り入れるなど、健康・生きがいづ

くりができる場を提供します。

●高齢者学級、自主学級で学習会やレクリエ
ーションに取り組みました。

●継続して、高齢者学級の社会教育指導員や
自主学習の講師のもと、高齢者のニーズを
含んだ学習会やレクリエーションに取り
組みます。
【開催回数】年度末に集計

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

高齢者単位クラブ数（クラブ）
市・

高齢者クラブ
連合会

２０ ２０ ２０ ２０ １８

ふれあいいきいきサロン数（か所）
市・

社会福祉
協議会

６２ ６３ ６４ ６５ ６７

シルバー人材センター就業率

（就業実人員／会員数：％）

シルバー人材

センター
９３.２ ９４.０ ９４.０ ９４.０

６０．３
（R6．10 月末）

高齢者学級数（学級） 市 ９ ８ ８ ８ ８
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②積極的な社会参加の推進

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

地域住民と

連携した参

加型介護予

防活動の促

進

●重層的支援体制整備事業において、地域力

強化推進コーディネーターと生活支援コ

ーディネーターが連携して、生活支援サポ

ーターの養成を行うなど、地域づくりを支

援します。

●生活支援サポーターの養成講座を 2 月に
開催します。

●住民参加型の介護予防教室等の充実を図

り、高齢者の参加を推進します。

●住民主体型介護予防教室として「いきいき
百歳体操（９０か所）」及び「いきいきサロ
ン（６７か所）」を実施しました。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

情報提供の

充実

●介護予防資源を精査し、市民が活用しやす

いよう周知、啓発に取り組みます。

●毎月実施している「介護保険説明会」等に
より、介護予防情報の周知を行いました。

●引き続き、「介護保険説明会」等により、介
護予防情報の周知に取り組みます。

●出前講座等を活用し、介護予防に関する情

報の周知に取り組みます。

●「出前講座」を 4回実施し、地域包括支援
センターや介護予防事業の周知に取り組
みました。

●引き続き、出前講座を活用し、地域包括支
援センターや介護予防事業等の周知に取
り組みます。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

生活支援サポーター養成講座修了者

累計者数（人）

社会福祉

協議会
２２０ ２６０ ２８０ ３００ ２４７

生活支援サポーター養成講座開催か所数

（か所）

社会福祉

協議会
１ １ １ １ ０

生活支援サポーター養成講座、介護保険説

明会等を通じた地域住民に対する情報提

供（回数）

市 ８ １２ １２ １２ ６
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（３）自立した生活を支える高齢者福祉サービスの推進

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

養護老人ホー

ム事業

（ひまわり

寮・鈴峰園）

●環境上の理由及び経済的理由により、居

宅において生活することが困難な高齢者

の生活を支援します。

●地域包括支援センター等と連携し、支援
が必要な高齢者の生活状況を聞きとり、
施設入所の支援を行いました。

●各関係機関と連携・情報共有を行い、高齢
者の施設入所の支援を継続します。

●身寄りがない人を含む入所者の緊急時の

対応について、今後も、事前に施設側と相

談・協議を行うことで高齢者の安心した生

活の確保に努めます。

●高齢者の緊急時における施設入所が円滑
に行われるように、９月に各施設と協議
を行いました。

●緊急時における施設入所が円滑に行われ
るように、継続して施設側と情報共有を
行います。

●公共施設マネジメントを進めていく中

で、今後の施設のあり方について検討しま

す。

●各養護老人ホームとも老朽化している現
状から、公共施設マネジメントの中で、今
後のあり方について、８月に資産経営課
と協議を行いました。

●公共施設マネジメントの中で施設の今後
のあり方について協議を継続して行いま
す。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

老人福祉セン

ター事業

（春原・美々

津）

●高齢者の各種相談や健康増進、教養の向

上等を図るため、自主事業の促進を支援し

ます。

●各指定管理者と９月に実地面談を行い、
自主事業の取組状況の確認、意見交換を
行いました。

●継続して、各指定管理者と自主事業の取
組状況の確認、意見交換を行います。

●日向市老人福祉センター（春原）について

は、機能移転を検討します。美々津老人福

祉センターについては、今後も、維持管理、

運営に努めます。

●施設の老朽化のため、日向市老人福祉セ
ンター（春原）の移転作業に取り組みまし
た。

●美々津老人福祉センターは、施設の老朽
化が進んでおり、空調設備などの修繕を
行いました。

●日向市老人福祉センター（春原）は、イオ
ン日向店２階に移転したため、10月 21 日
をもって閉館しました。

●引き続き、公共施設マネジメントの中で
今後の施設のあり方について協議を行い
ます。

介護予防拠点

施設事業

（平岩ふれあ

い館）

●健康増進や介護予防、閉じこもり防止の

ため、自主事業の促進を支援します。

●指定管理者において、健康維持、介護予防
を目的とした、「フレイル予防講座」を開
催しました。

【フレイル予防講座】
・開催回数 ２３回
・延べ参加者数 ３９２人

●継続して、指定管理者と自主事業の取組
状況の確認、意見交換を行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

配食サービ

ス事業

●健康維持のための食事の提供と安否確認

を行うことにより、在宅での生活が継続で

きるよう支援を行います。

●見守り配食事業（10,414 食）を実施しまし
た。

●配食と見守り活動により、高齢者が在宅生
活を継続できるよう支援を行います。

●身体の状況に応じた食事の提供により、低

栄養状態の改善や生活習慣病等の重症化

予防に努めます。

●身体状況に状況に沿った栄養改善型配食
事業（1,335 食）を実施するとともに、訪
問栄養指導により体調の維持及び重症化
予防に取り組みました。

●栄養改善型配食事業を実施するとともに、
訪問栄養指導により、重症化予防に取り組
みます。

●事業を継続する上での課題等について、事

業者と意見交換を行います。

●9月に見守り配食2事業所と栄養改善型配
食事業者 1事業者と、緊急時の対応につい
て協議しました。

●引き続き、事業者と意見交換を行い、事業
を推進します。

生活管理指

導短期宿泊

事業

●養護老人ホームなどを利用して一時的に

宿泊し、生活習慣の改善指導を行うととも

に、利用者の体調調整を図ります。

●地域包括支援センター等と情報共有を図
り、生活支援が必要な高齢者の施設の短期
宿泊（ショートステイ）利用につなげまし
た。
【利用人数】４人

●各関係機関と情報共有を図り、支援が必要
な高齢者の利用促進を図ります。

●利用状況を踏まえながら、今後の制度のあ

り方を検討します。

●サービス利用においては、高齢者の家族構
成や生活習慣等の情報共有を図り、必要性
を判断して決定を行いました。

●各関係機関と情報共有を図り、サービス周
知も含め支援が必要な高齢者の利用促進
を図ります。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

コミュニテ

ィバスの運

行

【担当課】

総合政策課

●地域公共交通利便増進実施計画の策定に

より、コミュニティバスの運行の見直しを

図り、利便性の高い公共交通の実現を図り

ます。

●６月に高齢者の移動支援について、関係機
関と現状と課題について意見交換を行い
ました。

●デジタル技術を活用した新しい交通シス
テムの導入について協議を行います。

●高齢者が集う場において、コミュニティバ

スの周知を図るほか、ＩＣＴを活用した交

通システムの導入などを検討します。

●交通の利便性を高めるため、地域住民同士
で助け合う移動手段について、先進地視察
を行いました。また、高齢者を対象にした
スマホ教室において、コミュニティバスの
周知及びスマートフォンを使った経路検
索の方法について案内しました。

●デジタル技術を活用した新しい交通シス
テムの導入について協議を行います。

悠々パス購

入補助

●７０歳以上の高齢者に対し、宮崎交通㈱が

発行する悠々パスの購入費の一部を補助

することにより、高齢者の移動手段の確保

を図っていきます。

●定期券３か月または６か月の購入費の一
部補助を行いました。

●市のホームページと併せて、関係機関等に
事業の周知を行います。
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【用語説明】
※「人生会議」とは、アドバンス・ケア・ プランニング（Advance Care Planning）の愛称。
アドバンス・ケア・プランニングとは、あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、また、あなたの信頼す
る人たちと話し合うことを言う。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者見守り

ネットワーク

の推進

●高齢者見守りネットワーク事業に関する
協力事業所の意識啓発の取組を検討しま
す。

●１２月に事業の周知と登録継続を依頼す
るため、高齢者見守りネットワーク事業
協力事業所に対し、「事業内容の手引き
（冊子）」を送付しました。

●事業の周知を図り、登録事業所の増加を

図ります。

●１件の新規登録事業所がありました。 ●引き続き、登録事業所の増加を図るため、
事業の周知を行います。

●地区の地域福祉部と連携し、地域におけ

る高齢者を見守る体制の構築を検討しま

す。

●民生委員による高齢者世帯の見守り活動
を支援するため、１２月に高齢者世帯名
簿を提供しました。民生委員を含め、地区
の地域福祉部と見守り体制を検討しま
す。

終活事業の検

討

●出前講座等を通じて、本人の意思決定を

支援する「エンディング（終活）」につい

て考える機会を作れるよう検討します。

●９月の出前講座において「エンディング
（終活）」について講話しました。

●市のホームページに、「11 月 30 日は『人
生会議の日』」を掲載し、市民に対して周
知しました。

●出前講座等を通じて、本人の意思決定を
支援する「エンディング（終活）」につい
て考える機会を作れるよう取り組みま
す。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

老人福祉センター（春原・美々津）の

延べ利用者数（人）
市 15,989 17,000 18,000 19,000 5,081

介護予防拠点施設（平岩ふれあい館）の
延べ利用者数（人）

市 3,734 4,000 4,500 5,000 2,144

配食サービス事業の提供食数（食） 市 21,065 21,500 22,000 22,500 11,749

生活管理指導の実施日数（日） 市 ２０ ３５ ３５ ３５ ４１

コミュニティバスの利用者数（人） 市 66,211 72,000 75,000 78,000 32,492

悠々パス購入費補助券延べ利用者数

（人）
市 ７４ ７０ ７０ ７０ ２０

高齢者見守りネットワーク協力事業者

数（件）
市 ５６ ５７ ５７ ５７ ５１
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（４）生活支援・介護予防の充実

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

生活支援コ

ーディネー

ターの活動

支援

●市民、区長、民生委員などへ対し、出前講

座、圏域別地域ケア会議などを通じ、生活

支援コーディネーターの活動に対する市

民認知度の向上と協力体制の強化を図り

ます。

●毎月、区長会や民生委員定例会等に参加し
て、生活支援コーディネーターの活動の周
知を行うことにより、協力体制の強化を図
りました。

●左記のとおり継続して取り組んでいきま
す。

協議体の開

催

●地域の協議体を設置し、「自助」「互助」「共

助」「公助」の連携のもと、地域の課題に対

して課題解決に取り組み、地域の関係者間

で情報共有を図ります。

●４月に「休止した「いきいき百歳体操」の
再開」、６月に「高齢者の移動支援」につい
て協議体を開催し、関係者の参加のもと、
協議しました。

●１１月に協議体を設置し、休止した「いき
いき百歳体操」の再開に向けて関係者で協
議しました。
引き続き、地域課題解決に向けて、取り組
みます。

●協議体の運営に対し、市、地域包括支援セ

ンターなどが支援する体制を強化します。

●協議体には、市、地域包括支援センターが
参加し、運営支援を行いました。

●左記のとおり継続して取り組んでいきま
す。

訪問型サー

ビスの充実

●住民主体による生活及び移動支援等の、生

活圏域の実情に合った効率的・効果的な訪

問型サービスの創設を目指します。

●６月に「高齢者の移動支援」について協議
体を開催し、関係者で協議しました。

●住民主体による生活及び移動支援等事業
の創設について協議を行います。

●訪問型サービスＣ（口腔・栄養）の事業の

周知・啓発を行い、利用者の増加を目指し

ます。また、利用実績を分析し、サービス

の質の向上を図ります。

●訪問型サービスＣ（口腔、栄養）について
は、自立支援型地域ケア会議等を通じて、
必要性のある高齢者に対し、ケアマネジャ
ーに対し利用啓発を行いました。

●訪問型サービスＣ（口腔、栄養）について
は、必要性のある高齢者に対し、利用啓発
に努めます。利用状況を分析し、サービス
の質の向上を図ります。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

通所型サー

ビスの充実

●通所型サービスＣ※の事業の周知・啓発を

行い、利用者の増加を目指します。また、

利用実績を分析し、サービスの質の向上を

図ります。

●地域包括支援センターに対し、通所型サー
ビスＣの事業の周知・啓発を行いました。

●県が大学に依頼し、県内の通所型サービス
Ｃに対する調査、分析が実施される予定で
す。本市も 1月に市、事業所のインタビュ
ーが予定されていますので、意見交換と分
析結果等を今後の事業の推進の参考とし
ます。

一般介護予

防事業の充

実

●民生委員による高齢者世帯への見守り訪

問において、支援が必要な高齢者を把握し

た際に、地域の介護予防活動や地域包括支

援センター等の関係機関と連携できる体

制を強化します。

●民生委員の高齢者世帯の見守り活動にお
いて、発見した要支援高齢者世帯に対し、
地域包括支援センター等の適切な相談機
関に繋げました。

●民生委員に対し、高齢者世帯の見守り活動
を支援するため、12 月に高齢者世帯名簿
を提供しました。見守り活動等を支援する
ことにより、介護予防、地域包括支援セン
ター連携強化を進めます。

居宅介護予

防福祉用具

購入費助成

事業

●居宅において介護等を必要とする高齢者

に対し、福祉用具（歩行補助杖等）の購入

費用を一部助成することにより、生活機能

全般の維持向上と介護予防・重度化防止に

よる健康寿命の延伸を目指します。

●７件の助成をしました。また、利用者を事
業に円滑に繋げるために、地域包括支援セ
ンターに対し、事業利用の事務手順書を送
付しました。

●対象となる福祉用具を引き続き検討し、必
要に応じて随時見直しを行います。

総合事業対

象者に対す

る福祉用具

貸与事業

●総合事業対象者に対し、福祉用具（手すり

等）の貸与費用を一部助成することによ

り、生活機能全般の維持向上と介護予防・

重度化防止による健康寿命の延伸を目指

します。

●１３件の助成をしました。また、利用者を
事業に円滑に繋げるために、地域包括支援
センターに対し、事業利用の事務手順書を
送付しました。

●対象となる福祉用具を引き続き検討し、必
要に応じて随時見直しを行います。
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【用語説明】
※通所型サービスＣ=短期間（３ヶ月～６ヶ月）保健・医療専門職による生活機能を改善するための運動器や口腔の機能向上、栄養改善、認知症予防プログラムを

実施。
※セルフケア＝自己管理。自らが自立的に生命や健康生活を守ろうとする意志とその技法をもつこと。

【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

セルフケア

の推進

●一般介護予防事業や地域リハビリテーシ
ョン事業などによるセルフケア※の習得、
予防の推進を継続的に取り組みます。

●一般介護予防事業や地域リハビリテーシ
ョン事業などによるセルフケアの習得、予
防の推進を継続的に取り組みました。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

協議体の開催回数（回）
社会福祉

協議会
１ １ ２ ２

２
【下半期】

１回

訪問型サービスＣ事業の利用者数（人） 市 ２ １０ ２０ ３０ ２

訪問型サービスＤ事業（移動支援）の設置

（か所）
市 ０ １ １ １ ０

訪問型サービスＢ事業（住民主体による支

援型事業）の設置（か所）
市 ０ １ １ １ ０

通所型サービスＣ事業の利用者数（人） 市 ４７ ５０ ６０ ７０ １２

いきいき百歳体操実施会場数（か所）
社会福祉

協議会
８４ ８９ ９０ ９１ ９０



28

（５）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

【具体的な取組】

【用語説明】
※フレイル＝加齢によって心身が衰えた状態のことで、健康な状態と要介護状態の間の段階を指す。

【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況

【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者の保

健事業と介

護予防の一

体的な実施

【新規】

●具体的な健康課題を抱える高齢者や健康状態

不明な高齢者を特定し、必要に応じて支援を

行い疾病予防や重症化予防に取り組みます。

また、地域の関係団体等と連携を図りながら、

医療専門職が通いの場等に関与し、フレイル

予防に着目した介護予防に取り組みます。

●中央圏域、南部圏域の２圏域から取組を開始

しました。個別支援では「重症化予防（受診勧

奨）」「重症化予防（受診中断者）」「身体的フレ

イル※」「健康状態不明者」の該当者に訪問を

実施しました。

●また、１０月から開始の高齢者等が集う場を

活用した健康教育・相談の準備を行いました。

●個別支援は、左記のとおり、継続して取り組ん

でいきます。

●フレイル予防に関する健康教育・健康相談を

１０月からいきいき百歳体操会場で開始して

います。

●令和６年度は２圏域から取組を開始し、次年

度から段階的に取組圏域を拡大します。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

個別支援件数（件） 市 － ５０ １００ １５０

７３

※令和 6年度上半期：個別支援は 1回訪問済み件数。

訪問完了者数ではない。

通いの場等への健康相談・健康教育

（会場数）
市 － ５ １５ ３０

０

【下半期】３
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（１）在宅医療・介護連携の推進

【具体的な取組】

基本目標３ いつまでも住み慣れた地域で安全・安心に暮らせるまち

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

地域のサー

ビス資源の

把握・周知

●医療・介護連携の促進に向けた資源リスト

等の活用の検証及び方向性について検討

していきます。

●「日向・東臼杵市町村振興協議会 福祉部
会 医療介護連携専門部会」を２回、開催
し、資源リスト等の活用検証及び検討しま
した。

●継続して、「日向・東臼杵市町村振興協議会
福祉部会 医療介護連携専門部会」におい
て、資源リスト等の活用の検証及び方向性
について検討します。

関係機関と

の連携

【拡充】

●医療・介護連携の促進に向け、関係機関と

の連携を継続していきます。

●ICT を活用した多職種連携のための情
報共有システムの導入に向けて、８月１
９日（先進地）大分県 佐伯市と意見交換
を行いました。

●１０月に日向市東臼杵郡医師会主催の「在
宅医療多職種研修会」に高齢者あんしん課
職員も参加し、医療介護現場の ICT活用に
ついて研修を受けました。

●高齢者の退院支援や日常の療養支援、看取

り、急変時の対応等において、現場の医療

介護従事者が、スムーズに、正確な情報の

共有を可能とする ICTなどを活用した医療

介護連携システムの構築について検討し

ます。

●１１月に市主催の医療介護関係職員を対
象にした「医療介護連携研修会」を開催し、
在宅における緊急時及び看取りの連携に
ついて研修しました。

●ＩＣＴ活用について、１１月１３日に令和
６年度 医療介護連携に関する意見交換
会を開催し、宮崎県立延岡病院・済生会日
向病院・市内医療機関の医療ソーシャルワ
ーカーと退院支援看護師との意見交換を
行いました。
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【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

「日向・東

臼杵地域入

退院支援の

ためのコミ

ュニケーシ

ョンハンド

ブック」を

活用した連

携

●他町村及び日向保健所と協力し、「日向・東

臼杵地域入退院支援のためのコミュニケ

ーションハンドブック」について周知・啓

発を行い、円滑な連携に努めます。

●「日向・東臼杵市町村振興協議会 福祉部
会 医療介護連携専門部会」を２回開催
し、「コミュニケーションハンドブック」の
活用等について協議しました。

●引き続き、他町村及び日向保健所と協力
し、「コミュニケーションハンドブック」に
ついて周知・啓発を行い、円滑な連携を進
めます。

市町村の連

携

●「日向・東臼杵市町村振興協議会福祉部会

医療介護連携専門部会」により、必要な事

項について協議を行いながら、継続して取

り組みます。

●「日向・東臼杵市町村振興協議会 福祉部
会 医療介護連携専門部会」を２回開催
し、関係市町村間の連携に努めました。

●３月に「日向・東臼杵市町村振興協議会
福祉部会 医療介護連携専門部会」を開催
する予定であり、継続して関係市町村間の
連携に努めます。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

医療・介護連携研修会の開催（回） 市・多職種 １ １ １ １
０

※11月 1回開催



31

（２）在宅生活継続のための介護サービスの充実

【具体的な取組】

【用語説明】
※在宅高齢者等安心システム事業＝在宅高齢者等が急病その他の救助を必要とする事態に至ったとき、当該在宅高齢者等が発する通報を受診し、

必要な措置をとるシステム。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

介護用品支

給事業の推

進

●地域支援事業で実施してきた介護用品支

給事業を市独自事業として継続するとと

もに、事業の周知に努め、支援の必要な人

に対して、介護用品の購入にかかる経済的

負担軽減を図ります。

●利用者に対し、助成を行いました。 ●市のホームページなどを活用し、事業の周
知を行います。

在宅高齢者

等安心シス

テム事業

（※）

●現在導入している緊急通報装置の改善点

（受信範囲や防水機能など）を考慮し、令

和６年度から新しいシステムを導入しま

す。

●４月から新システムへ移行しました。新シ
ステムでは、健康相談等の相談機能と、月
１回の伺い電話サービスが追加されまし
た。

●市のホームページと併せて、関係機関等に
事業の周知を行います。

寝具類洗濯

乾燥消毒サ

ービス事業

●寝たきり状態の高齢者が利用する寝具類

の衛生管理に必要な支援制度となってい

るのか、利用実態をみながら、継続の可否

も含め制度のあり方を検討します。

●利用者に対し、寝具類の洗濯等サービスを
行いました。

●洗濯費等が上昇しており、利用実態もみな
がら、事業継続の可否を含め制度のあり方
を検討します。



32

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

介護者支援

に繋がる事

業の推進

●ヤングケアラーを含む介護者の実態把握

のため、地域包括支援センター等の訪問を

継続して実施し、状況に応じて重層的支援

体制整備事業との連携を図ります。

●地域包括支援センターにおいて、ヤングケ
アラーを含む介護者の実態を把握し、必要
に応じて、重層的支援体制整備事業等と連
携し、支援を行いました。

●また、令和 6年度 日向市介護サービス事
業者集団指導において、ヤングケアラーを
含む介護者の支援施策等の啓発を行いま
した。

●引き続き、地域包括支援センターにおいて
介護者の実態を把握し、重層的支援体制整
備事業等と連携し、支援を行います。

●地域包括支援センターの業務啓発活動を

継続して実施し、在宅での介護に関する相

談機能の強化を図り、介護者への支援を進

めます。

●毎月、開催している介護保険説明会や出前
講座（４回）等にて、地域包括支援センタ
ーの啓発を行いました。

●引き続き、介護保険説明会や出前講座等に
て、地域包括支援センターの業務啓発活動
を継続し、在宅での介護に関する相談機能
の強化を図り、介護者への支援を行いま
す。

●各地域包括支援センターを中心に家族介

護や介護予防に関する研修会等の開催に

努めます。

●地域包括支援センターにおいて、介護方
法、介護予防、健康管理等の習得を目的に
家族介護者教室を３回開催しました。

●１１月に家族介護者教室を開催しました。
引き続き、開催します。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

介護用品支給事業利用者数（人） 市 １１ １２ １３ １４ １８

安心システム事業登録者数（人） 市 ２７ ２６ ２７ ２８ １４

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業

延べ利用者数（人）
市 １０ １０ １０ １０ ４

家族介護教室の開催回数（回）
地域包括

支援センター
２ ６ ６ ６

３
【下半期】

１回
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（３）認知症施策の推進

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

認知症地域

支援推進員

（※）の活

動推進

●日向市社会福祉協議会及び各地域包括支援

センターに配置された認知症地域支援推進

員が、各種会議や研修会等を通して認知症に

関して理解を深め、連携しながら認知症対策

に取り組みます。

●８月に社会福祉協議会、地域包括支援センタ
ー、行政職員が認知症の理解を深めるととも
に、共生社会の実現を目指すため、認知症地
域支援推進員研修を受講しました。

●１１月に認知症地域支援推進員会議を開催
し、相互連携について協議しました。

●１２月に開催される県主催の認知症地域支
援推進員を対象とした研修を受講し、認知症
の理解を深め、認知症対策に取り組みます。

認知症初期

集中支援チ

ームの活動

推進

●早期対応の遅れから認知症が重症化してい

るケースが見受けられるため「認知症初期集

中支援チーム」が初期段階から相談・介入で

きる体制づくりに努めます。

●「認知症初期集中支援チーム」が初期段階か
ら相談・介入できる体制づくりの一環とし
て、各種研修会への参加や市広報紙（９月号）
にて、活動内容の周知、啓発を行いました。

●医療、介護関係機関との相談・介入できる体
制づくりのため、活動内容の周知,啓発を継
続して行います。

●２月に予定されている医師会主催の「多職種
研修会」において「認知症初期集中支援チー
ム」の活動を紹介する予定です。

認知症地域

支援体制推

進会議の開

催

●日向市社会福祉協議会、認知症初期集中支援

チーム、学識経験者、認知症の人と家族の会

の構成員と、認知症に関する事業内容の検討

や関係機関の連携を図るため、継続して会議

を開催します。

●７月に第 1回「認知症地域支援体制推進会議
（ＦＩＴ会議）」を開催しました。

●11 月に第 2 回「認知症地域支援体制推進会
議（ＦＩＴ会議）」を開催しました。、１月・
3月にも開催予定です。

認知症サポ

ーター、認

知症キャラ

バンメイト

との連携

●認知症について正しい知識を持つ人を増や

すため、認知症キャラバンメイトと連携し

て、認知症サポーターの養成を行います。

●「正しい認知症観」を持つ人を増やすため、
認知症キャラバンメイトと連携して、３団体
に対し認知症サポーター養成講座を開催し、
１２６人のサポーターを養成しました。

●認知症サポーター養成講座について、比較
的受講が少ない事業所に対し、講座受講を働
きかけを行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

チームオレ

ンジの取組

の推進

●認知症サポーター等が支援チームを作り、
認知症の人やその家族の支援ニーズに合
った具体的な支援を継続できるように努
めます。

●オレンジカフェ※（1か所）を中心にチー
ムオレンジが認知症の人や家族のニーズ
に寄り添った支援しました。

●認知症の人やその家族のニーズに寄り添
った支援を行います。

認知症カフ

ェの運営支

援

●認知症カフェの周知・啓発を図り、認知症
カフェの運営推進を支援します。

●コミュニティカフェ※（認知症カフェ）を
３か所、オレンジカフェを 1か所を毎月 1
回実施しました。地域包括支援センター等
関係機関を通した周知と９月の認知症月
間に市広報紙、巡回展示等において市民へ
の周知啓発を行いました。

●継続して、コミュニティカフェ（認知症カ
フェ）の周知・啓発を図るともに、運営を
支援します。

認知症に対

する理解促

進

●認知症の正しい知識や相談窓口などの周
知啓発を図ります。

●9 月の認知症月間を中心に、「巡回啓発展
示」、市広報紙等を通じて、相談窓口の周知
や認知症の正しい知識を持つ人を増やす
ための広報、啓発を行いました。

●また、3団体に対して認知症サポーター養
成講座を実施し、新たに１２６人のサポー
ターを養成しました。

●認知症の正しい知識を持つ人を増やし、支
援者を増やすため、支援企業、団体、学校
単位等でサポーター養成講座を随時、開催
します。

●認知症を正しく理解し、住み慣れた地域で
共に暮らす社会の実現を目指したイベン
トを開催します。

●9 月の認知症月間を中心に、「認知症の人
と家族の会」と連携し、「若年性認知症認知
症講演会」、「市庁舎オレンジライトアッ
プ」、「巡回啓発展示」等を通じて、相談窓
口の周知や認知症の正しい知識を持つ人
を増やすための広報、啓発を行いました。

●10月に中央圏域で、民生委員や市民、地域
包括支援センター職員が参加し「認知症フ
ォーラム」を開催しました。

●1 月には財光寺圏域で「認知症フォーラ
ム」を開催する予定です。
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【用語説明】
※認知症地域支援推進員＝認知症の人の状態に応じて必要なサービスが適切に提供されるように、医療機関や介護サービス、地域の支援機関の間の連携支援や、認知症の人やその家

族を対象とした相談業務などを行う者。本市では、日向市社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政（高齢者あんしん課）職員で構成。
※オレンジカフェ＝対象者を認知症の方や家族に特化し、レクリエーションや情報交換、当事者同士の交流、専門職への相談などができるつどいの場。
※コミュニティカフェ＝対象者を認知症の人やその家族だけでなく、地域の子どもから高齢者まで、誰でも気軽に集まれ、専門職への相談もできる地域の居場所(つどいの場)。
※SOS ネットワークひゅうが＝徘徊又は徘徊の恐れがある高齢者の早期発見・安全確保の事業。

１次ネットワーク ７機関（警察、消防等）、２次ネットワーク ２６機関（日向市東臼杵郡医師会、日向市社会福祉協議会等）で構成。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

SOS ネット

ワークひゅ

うがの推進

（※）

●協力事業所に事業の再周知や取組状況の確

認を行い、協力事業所や登録者数の増加に努

めます。

●市のホームページを更新し、事業説明、事業
体系（協力事業所）を周知しました。

●事業登録の継続について意向調査を行い、令
和 6 年４月１日付けで登録名簿や写真を更
新し、警察署、消防本部と情報を共有しまし
た。

●また、９月に開催された認知症初期集中支援
チーム主催の研修会において、受講者にチラ
シの配布を行いました。

●２月に SOS ネットワーク連絡協議会を開催
し、協力事業所のあり方に関する協議を予定
しています。

●登録者が行方不明になった際、地域の関係機

関などと協力し、速やかな発見・保護に努め、

効率的・効果的な情報伝達ができる方法の検

討を行います。

●情報共有・伝達方法やＳＯＳネットワークの

在り方について協議します。

●情報共有・伝達方法やＳＯＳネットワークの
在り方について課内協議を行いました。

徘徊模擬訓

練の実施

●地域や認知症サポーター等が地域住民等関

係者の理解を得たうえで、地域の実情に応じ

て実施を検討します。

●地域や認知症サポーター等地域住民等関係
者の理解を得たうえで、地域の実情に応じて
実施を検討します。
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【数値目標】

※ＳＯＳネットワークひゅうが登録者数の減少の理由は、令和６年２月に登録継続の意向の調査を行い、
施設入所等で徘徊の可能性がなくなったとして登録抹消の申出等があり、令和６年４月１日付で名簿を更新したため。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

認知症初期集中支援チーム相談件数

（件）
初期集中

支援チーム
１５ １５ １６ ２０ ４

認知症サポーターの養成者数（人）
社会福祉

協議会
６２３ ６３０ ６３０ ６３０ １２６

認知症カフェ開設か所数（か所）
社会福祉

協議会
４ ６ ６ ６ ４

チームオレンジの活動件数（件）
社会福祉

協議会
０ １２ １２ １２ ５

ＳＯＳネットワークひゅうがの登録者数

（人）
市 ９９ １１０ １１５ １２０

５３
（※）
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（４）高齢者にやさしい住まいの確保

【具体的な取組】

【用語説明】
※高齢者住宅等安心確保事業＝一人暮らしの高齢者などの自宅へ委託事業者（法人）の生活援助員が訪問し、安否確認、生活相談などを行う事業。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者住宅

等安心確保

事業（※）

●県営川路団地内の一人暮らし高齢者など
の自宅へ生活援助員を派遣し、安否確認、
生活相談などを行います。

●生活援助員による定期的な安否確認、生活
相談などを行いました。

【登録世帯】
２２世帯
（うち、安否確認を要する世帯１４世帯）

●左記のとおり、継続して取り組みます。

●利用状況を踏まえ、今後の事業のあり方を
検討します。

●８月に県及び受託者と今後の事業のあり
方について協議を行いました。

●受託法人から事業撤退の申し出があり、関
係機関との協議の上、今年度末での事業廃
止を決定しました。１２月に利用世帯に対
し、個別に説明を行いました。

グループホ

ーム家賃助

成事業

●地域支援事業の任意事業のメニューを活
用し、グループホームの家賃等の費用負担
が経済的に困難な被保険者の利用者負担
の軽減を図る事業を令和４年２月から開
始し、今後も継続して実施します。

●８月の助成期間の更新時期に合わせて申
請案内を行い、継続して、助成を行いまし
た。

●引き続き、助成事業を実施します。
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【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

高齢者に配

慮した市営

住宅・公共施

設の整備

【担当課】

建築住宅課

●「日向市公営住宅長寿命化計画」に基づき、
高齢者・障がい者等をはじめとしてすべて
の人にやさしい市営住宅を整備します。

●日向市公営住宅長寿命化計画の「ストック総合改
善事業（２団地 計 22戸）」において、住居の共
用部の段差改修、給湯設備改善による居住性の向
上、老朽化したバルコニー手すりの改善に取り組
みました。改善を要する２団地のうち１団地が完
了しました。
【完了団地】後無田住宅 18 戸

●１団地の改善に取り組みます。
【予定団地】
・岩脇住宅４戸

高齢者の住

宅確保要配

慮者等に対

する居住支

援の検討

【担当課】

建築住宅課

●日向市居住支援協議会と連携し、在宅生活
を可能とする住宅確保の在り方について
検討します。

●日向市居住支援協議会と連携し、必要とする高齢
者の住宅の確保の支援を行うために、協議会の総
会（７月）に出席しました。

●１０月に支援会議に出席し、関係機関と連携して
必要な支援について協議しました。

●令和７年１月２８日に日向市居住支援協議会主催
の研修会が開催されますので、関係機関に対して、
活動内容を周知し、住宅確保要配慮者の入居支援
の促進を図ります。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

生活援助員の派遣回数（回） 市 ４,９２５ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ２，９７０

グループホーム家賃助成人数（人） 市 １７ ２０ ２０ ２０ １４

市営住宅の高齢者住宅改善事業実績

（確保戸数）
市 １ ２ ２ ２

０
（※改善事業として対応を図りました。）
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（５）高齢者の権利擁護の推進

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

総合相談の

実施

●地域包括支援センターの専門職が中心とな

り、地域の高齢者の相談を受け付け、適切な
支援や窓口につながるよう支援します。

●地域包括支援センターにて、地域の高齢者の
相談を受け付け、適切な支援や窓口につなが
るよう支援しました。

●地域包括支援センターと連携し、支援が必要
な高齢者への対応を行いました。

●地域包括支援センターの専門職が中心とな
り、地域の高齢者の相談適切な支援や窓口に
つながるよう継続して支援します。

●各種研修会に計画的に参加し、相談援助に携

わる職員の資質向上を図ります。

●県、県社会福祉協議会主催の相談援助に関す
る研修会に参加し、職員の資質向上を図りま
した。
【研修参加】３回

●継続して、各種研修会に計画的に参加し、相
談援助に携わる職員の資質向上を図ります。

啓発活動の

実施

●パンフレットや広報紙などを活用した啓発

活動を行い、市民に対して制度の理解を求め

ていきます。

●地域包括支援センターの役割や総合相談窓
口の周知を図るため、市のホームページの見
直しを行いました。

●市のホームページ、ポスター掲載・チラシを
用いての啓発を行いました。

●高齢者の相談や適切な支援に繋がるよう、引
き続き周知、啓発に取り組みます。

●引き続き、市民への周知を行います。

虐待の早期

発見・早期

対応の推進

●地域包括支援センターを中心に、介護支援専

門員や民生委員などの各関係機関との連携
を密にし、虐待の兆候の早期発見と適切な対

応を図ります。

●日向警察署及び地域包括支援センター、民生
委員等と情報共有を図り、早期発見・対応を
行いました。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

●必要に応じて、高齢者虐待対応専門職チーム

（宮崎県社会福祉協議会）を活用し、専門職

からの助言を求め、円滑な解決に繋げます。

●地域包括支援センターや高齢者虐待対応専
門職チームと虐待対応における判断や具体
的な対応方法について協議を行いました。
【協議回数】１回

●必要に応じて、高齢者虐待対応専門職チーム
を活用していきます。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

成年後見制

度利用促進

●成年後見制度の利用を促進し、速やかに適
切な権利擁護を図ります。

●本人や親族による申立てが期待できない高齢者に
ついて、「市長申立て」を行いました。
【市長申立件数】１１件

●市のホームページにおいて、日向市成年後見制度
利用支援事業について周知を行いました。

●成年後見制度を必要とする高齢者は増加傾向にあ
るため、引き続き利用促進に取り組みます。

●成年後見人などに対し、報酬負担が困難な
被後見人などについて、市が報酬の助成を
行います。

●報酬負担が困難な被後見人に報酬助成（１４件）
を行いました。

●近隣市町村と助成制度の課題について協議を行い
ました。

●報酬負担が困難な被後見人に報酬助成を継続しま
す。

●成年後見利用促進に向けて、司法関係者な
どをはじめとした関係団体に協力を依頼
し、権利擁護にかかる地域の連携を強化し
ます。また、成年後見中核機関では、広報、
相談、支援検討、受任調整、後見人支援に
重点を置きます。

●市のホームページにおいて、日向市成年後見制度
利用支援事業について周知を行いました。

●後見人が選任されたのちに、被後見人を支援する
関係機関と今後の支援に対する連携がスムーズに
図れるように支援者会議を開催し、後見人の支援
をバックアップに取り組みました。

●後見人から被後見人の支援に対して相談があった
場合は、随時、中核機関として相談に応じ、支援
策を検討しました。

●地域連携体制の整備について、関係機関等との協
議や、研修に参加しました。

【日向市社会福祉協議会との協議】
10 月 10 日（木）・2月予定

【研修】延岡市
11 月 19 日（火）

●日常生活自立支援事業から成年後見制度
への移行が円滑に行えるように日向市社
会福祉協議会をはじめとする関係機関と
連携を図ります。
【担当課】福祉課

●日向市社会福祉協議会と連携し、金銭管理に不安
のある高齢者世帯の情報共有を図りました。

●情報共有として、日向市生活相談・支援センター
心から運営協議会に 4回出席しました。

●引き続き、日向市社会福祉協議会や各関係機関と
連携し、金銭管理に不安のある高齢者世帯の情報
共有を図ります。
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【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

法人後見体

制の充実・

市民後見人

の養成

●成年後見制度の利用者数が増加傾向であ
ることから、法人後見体制の充実を図りま
す。

●６月に日向市社会福祉協議会で開催され
た第三者委員会に出席し、弁護士会など専
門職団体と意見交換を行いました。

●１０月に法人後見体制整備のため、日向市
社会福祉協議会と成年後見制度の利用促
進について協議を行いました。

●１１月に第三者委員会に出席しました。

●市のホームページを活用して、県などが実
施する養成講座の案内を行い、市民後見人
の養成に向けた啓発を図ります。

●市のホームページにおいて、後見人制度の
周知を行いました。

●市の窓口においても、ポスター、チラシを
活用し、啓発を行います。

消費者被害

防止の推進

【担当課】

市民課

●出前講座のほか、ＳＮＳを活用して啓発を
行うことにより、高齢者本人及び高齢者を
見守る人たちへ注意喚起を行います。

●消費者トラブルに関する出前講座を開催
し、高齢者向けの注意喚起を行いました。
【出前講座回数】３回

●出前講座の継続、また、市のホームページ
等で注意喚起を行います。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

成年後見人報酬助成件数（件） 市 １６ ２０ ２０ ２０ １４

権利擁護、虐待に関する研修会開催回数
（回）

市 １ １ １ １ １
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（６）災害や感染症への備え

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

避難確保計

画の作成支

援と訓練の

実施

●土砂災害警戒区域や浸水想定区域内にあ
る介護サービス事業者を定期的に把握し、
関係部局で連携の上、避難確保計画の作成
を支援し、計画に基づく避難訓練の実施を
依頼します。

●地域密着型サービス事業所については、定
期的に開催される運営推進会議において、
避難訓練の実施状況を把握しています。

●県が指定・監督を行う介護施設・事業所に
ついては、県長寿介護課と連携し、避難訓
練の実施状況を把握していきます。

避難行動要

支援者の対

策

●避難行動要支援者に、避難誘導や情報伝達
支援等の活動が円滑にできるよう、地域と
「避難行動要支援者」本人が協力し、各々
に個別計画（避難支援プラン）を作成し訓
練等に活用するなど、地域の「共助」によ
る避難支援体制の構築に向けて、関係部署
と連携して後押しを行います。

●地域包括支援センター及び居宅介護支援
事業所に対して、居宅サービス計画書また
は介護予防サービス・支援計画書に「災害
時の緊急連絡先」や「避難所」を記載し、
介護サービス事業者と共有を図っていま
す。

●地域包括支援センター及び居宅介護支援
事業所が主催するサービス担当者会議に
おいて、利用者及び家族に災害時の避難に
ついて協議を行っています。

●厚生労働省から一般社団法人 日本介護
支援専門員協会に対する通知において、個
別避難計画作成の業務に福祉専門職の参
画が極めて重要と示されていることから、
一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協
会 日向支部と介護支援専門員が個別避
難計画作成業務に参画することが可能で
あるか協議を行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

福祉避難所

の充実

●市が介護保険施設等と連携して行う災害時

の福祉避難所の指定等を促進します。

●高齢者あんしん課の職員が、DWAT（災害派
遣福祉チーム）養成研修、災害支援ケアマネ
ジャー養成研修、及び宮崎市主催の福祉避難
所避難訓練に参加し、災害発生時の対応力向
上に努めました。

●令和 7年 1月 26 日（日）に開催される令和
6年度 日向市総合防災訓練において、福祉
避難所避難訓練（施設：特別養護老人ホーム
立縫の里）が実施されます。

●上記の防災訓練の実施において判明した課
題に対して、関係部署と連携を図り、対策を
検討していきます。

●災害時に避難所において、感染症（新型コロ

ナウィルス等）の拡大が起こることのないよ
う、感染症対策用品の配備や避難所開設に従

事する職員への研修等、対策を講じます。

●地域密着型サービス事業所の運営指導の際
に、備蓄品や避難訓練の実施状況を把握して
います。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

●介護施設・事業所に対して、感染症の重症化
リスクが高い高齢者への感染拡大防止に努
めていただくよう、ホームページにて協力を
依頼しました。

介護保険施

設・事業所

における業

務継続計画

（BCP）の策

定支援・体

制整備

【新規】

●災害や、新型コロナウイルス感染症の感染防
止策及び感染者発生時の対応については、事
業所が対応マニュアルの整備を徹底すると
ともに、避難訓練の実施や備蓄品の確認を行
う等、必要なサービスが継続して提供できる
ように支援を行っていきます。

●地域密着型サービス事業所については、定期的に
開催されている運営推進会議において、避難訓練
の実施状況を把握しています。

●令和 6年度 日向市介護サービス事業者集団指導
において、BCP（事業継続計画）の作成例を示し、
作成支援を行っています。

●居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所
については、BCPは策定済であります。運営指導
の際に、BCPの策定内容を確認し、厚生労働省の
指針と照らし合わせて、不足している点はアドバ
イスを行っています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

避難確保計画策定割合（％） 市・事業者 － １００.０ １００.０ １００.０ １００．０

業務継続計画（BCP）策定割合（％） 市・事業者 － １００.０ １００.０ １００.０ １００．０
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（１）介護給付の適正化計画

【具体的な取組】

基本目標４ 持続可能な介護保険制度の円滑な運営

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

要介護認定

の適正化

●認定調査・審査判定の過程において、申請

者の状況の的確な把握、特記事項への記

載、特記事項の審査判定への反映が行われ

るよう、介護認定調査において介護認定調

査員に対する事例検討会を実施します。

●毎月開催される介護認定調査員定例会に
おいて、判断が難しかった事例に対して、
認定調査員テキスト（厚生労働省発行）の
判断根拠に照らし合わせて検討していま
す。

●令和 7年 2月 13日に開催予定の厚生労働
省主催の令和 6 年度要介護認定適正化事
業における技術的助言事業において、介護
認定調査員と介護認定審査会委員が認定
の専門家から助言を受けます。

●令和７年１月から 2月にかけて、県主催の
介護認定調査員研修をＷＥＢ受講します。

●県主催の研修会を通じ、介護認定審査会委

員の資質の向上を図ります。

●令和７年１月から 2月にかけて、県主催の
介護認定審査会委員研修をＷＥＢ受講し
ます。

●介護認定審査会委員の更新時等には、模擬

介護認定審査会を実施する等、介護認定審

査会の審査スキルの維持向上に努めます。

●令和７年３月に、新任の介護認定審査会委
員を対象に、要介護認定における公平・公
正かつ適切な審査判定を実施するために
必要な知識、技能を修得することを目的と
して、研修会を開催します。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

ケアプラン

点検

●自立支援型地域ケア会議を活用し、総合事業のケ

アプランの質の向上を図ることができるように支

援を行います。

●「宮崎県ケアプラン適正化支援マニュアル」をも

とにケアプラン点検を行い、介護支援専門員の資

質向上のための支援を行います。

●毎月２回、自立支援型地域ケア会議において、専
門職が知恵を出し合い、介護保険の理念に沿った
自立した生活が実現できるように協議を行いま
した。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

●ケアプラン点検の実績
①居宅介護支援事業所
〔委託先〕一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会

・点検事業所数：１７事業所
・点 検 件 数：３４件
➁（看護）小規模多機能型居宅介護事業所
〔実施〕高齢者あんしん課
・点検事業所数： ４事業所
・点 検 件 数： ４件

●3 月 25 日開催予定の令和 6 年度 介護支援専門
員スキルアップ研修において、ケアマネジメント
の質の向上を図ります。

●「多職種との連携・協働（事例検討会の開催）」に

よって困難な実態の解決を図ることで、ケアマネ

ジメントの質の向上を図ることができるように支

援を行います。

●相談支援専門員と介護支援専門員等の他職種連
携あり方検討会を立ち上げ、障がい福祉サービス
から介護保険サービスへの移行の流れを検討し
ました。【検討会】5月 13 日

●相談支援専門員と介護支援専門員等の他職種連
携研修会・意見交換会を開催し、相談支援専門員
と介護支援専門員の連携に活用するツールづく
りを進めています。
【開催日】7月 19 日・8月 8日・10月 18 日

●相談支援専門員と介護支援専門員等の他職種連
携あり方検討会を立ち上げ、障がい福祉サービス
から介護保険サービスへの移行の流れを検討し
ます。【検討会】1月 14 日

●令和 6年度中に、相談支援専門員・介護支援専門
員・福祉課・高齢者あんしん課で協議を継続的に
行い、相談支援専門員と介護支援専門員の連携ツ
ールを完成に向けて取り組みます。

●一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会 日向

支部と協議を行いながら、ケアマネジメントの質

の向上に関する研修会や事例検討会を開催しま

す。

●3 月 25 日開催予定の令和 6 年度 介護支援専門
員スキルアップ研修において、ケアマネジメント
の質の向上を図ります。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

住宅改修の

点検

●住宅改修の適正利用を図るため、当該住宅改

修着工前に介護支援専門員等が作成する「住

宅改修が必要な理由書」等の提出を求め、そ

の可否を判断することにより、不適切な利用

防止に努めます。また、必要に応じ、住宅改

修費が高額なものについては、現地確認等を

行います。

●受給者の実態にそぐわない不適切又は不要な住
宅改修が行われていないかを支給申請書等の確
認及び点検を通じて、確認しています。

〔４月～９月書面点検実績〕
・要支援１～２：４６件
・要介護１～５：４９件
・合計 ：９５件

●受給者宅等の訪問等による現地確認の実績はあ
りませんでした。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

●リハビリ職が関与していない利用者につい

ては、日向市地域リハビリテーション活動支

援事業の活用などを促します。

●必要時に、日向市地域リハビリテーション活動支
援事業の活用を促しています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

福祉用具購

入・貸与の

点検

●福祉用具の必要性について十分点検を行い、

給付の適正化を図っていきます。

●受給者の実態にそぐわない不適切又は不要な福
祉用具購入が行われていないかを支給申請書等
の確認及び点検を通じて、確認しています。

〔４月～９月書面点検実績〕
・要支援１～２：３２件
・要介護１～５：５０件
・合計 ：８２件

●受給者宅等の訪問等による現地確認の実績はあ
りませんでした。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

●リハビリ職が関与していない利用者につい

ては、日向市地域リハビリテーション活動支

援事業の活用などの利用を促します。

●必要時に、日向市地域リハビリテーション活
動支援事業の活用を促しています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。
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【用語説明】
※地域包括ケア「見える化」システムとは都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための情報システム。介護保険に関連する情報

をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供される。

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

医療情報と

の突合・縦

覧点検

●介護サービス給付費が適正に請求されているか

について、国民健康保険団体連合会に医療給付情

報と介護給付情報との突合や縦覧点検帳票の確認

による点検を委託し、適正化の体制を強化してい

きます。

●縦覧点検・医療情報の突合については、宮崎県国
民保険団体連合会へ委託し、実施しています。

●点検を行うことにより、請求内容の誤りや医療と
介護の重複請求等を早期に発見して、適切な処置
を行っています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

介護サービ

ス事業者な

どへの適正

化支援事業

●地域包括ケア「見える化」システムを活用した介

護給付費等の実績の実態把握・分析や医療情報突

合・縦覧点検の結果を、介護支援専門員や介護サ

ービス事業者に情報提供し、介護給付の適正化支

援に繋げていきます。

●地域包括ケア「見える化」システムを用いた地域
分析を市のホームページに掲載できるように検
討していきます。

適切な情報

提供と制度

の周知

●市のホームページ等を活用し、市民に対する介護

保険制度等の周知を行います。

●市のホームページ・市公式 LINE において、市民
に対する介護保険制度等の周知を行っています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。

●介護保険サービスの正しい利用がわかるパンフ

レットを作成し、日向市政出前講座等により介護

保険説明会を実施します。

●毎月、介護保険説明会を実施しています。

●日向市政出前講座に依頼があった場合は、介護保
険制度の説明を行っています。

●介護保険の手続きや制度に関する質問に答える

チャットボットサービスの導入により、市民への

サービス向上と市民のニーズの把握に繋げていき

ます。

●市公式LINE による「チャットボットサービス」
は導入しております。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきます。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

認定調査員研修会実施回数（回） 市 １ ２ ２ ２
0

【下半期】2回

介護認定審査会委員研修会実施回数（回）
県・日向入郷
地域介護認定
審査会

０ 1 1 1
0

【下半期】2回

ケアプラン点検件数（件） 市 ３８ ４０ ４５ ５０ 38

住宅改修の現地調査実施件数（件） 市 ０ １０ １０ １０ 0

福祉用具購入・貸与の現地調査実施件数
（件）

市 ０ １０ １０ １０ 0

医療情報突合・縦覧点検実施回数（回） 市 ４ 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回 毎月 1回
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（２）介護サービスの質の確保

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

地域密着型

サービス事

業者などへ

の運営指導

●地域密着型サービス事業者・居宅介護支援

事業者に対して、高齢者の尊厳を支えるよ

り良いケアをめざし、サービスの質の確

保・向上を図ることを主眼とする「運営指

導」と「集団指導」を継続的に行います。

●集団指導
〔実施〕令和 6年 7月 8日～7月 31 日

●運営指導
〔居宅介護支援事業所〕 １事業所
〔地域密着型サービス事業所〕１事業所

●運営指導
〔居宅介護支援事業所〕 ４事業所
〔地域密着型サービス事業所〕４事業所

地域密着型

サービス事

業者などと

の情報共有

●居宅介護支援事業者をはじめ、介護サービ

ス事業者間の連携・相互補完を図り、市と

事業者の意見交換を行います。

●令和６年１０月１６日に日向市地域密着型
サービス事業所連絡会主催（市共催）の生産
性向上から見える介護の質の向上の研修会
に、高齢者あんしん課職員も参加し、意見交
換を行いました。

●令和６年１１月２２日開催した令和６年度
日向市介護予防ケアマネジメント研修にお
いて、地域包括支援センター・居宅介護支援
事業所と意見交換を行いました。

●地域密着型サービス事業者が開催する運

営推進会議及び医療・介護連携推進会議へ

市担当者が参加し、自立支援・重度化防止の

視点で業務が行われているか確認し、改

善・見直しが必要な場合は指導・助言しま

す。

●運営推進会議及び医療・介護連携推進会議
は、地域に開かれたサービスとして、地域密
着型サービス事業者が質の確保・向上を図っ
ていくための有効な手段であることから、高
齢者あんしん課職員が参加し、運営の現状把
握や運営上のアドバイスを行っています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定
県が事業所
指定・監督
権限のある
介護サービ
ス事業所の
資 質 向 上
【新規】

●県が事業所指定・監督権限のある介護サービ
ス事業者に対しては、県と連携を図り、介護
サービスに対する相談・苦情処理体制の一層
の強化を行います。

●県が事業所指定・監督権限のある介護サービ
ス事業者に対する相談等は、介護支援専門員
が招集するサービス担当者会議やケースカ
ンファレンスに高齢者あんしん課職員も参
加し、利用者の支援を通して、現状把握と対
応策を検討しています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

相談・苦情

解決の体制

づくり【新

規】

●利用者が安心してサービスを利用できるよ

う、関係機関と連携し、相談・苦情内容への

迅速かつ的確な対応を行います。

●介護支援専門員が招集するサービス担当者
会議やケースカンファレンスに高齢者あん
しん課職員も参加し、利用者の支援を通し
て、現状把握と対応策を検討しています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

●事故報告について、事故内容・原因・改善策

を分析し、介護サービス事業者に集団指導等

の場で留意事項として周知するなど、情報の

共有化を図ることにより同種の事故の再発

防止を図ります。

●令和 6 年度末に、１年間の事故報告を集計
し、集団指導で介護サービス事業者に周知及
び同種の事故の再発防止を図ります。

「高齢者保

健福祉計画

等推進委員

会」におけ

る評価

●計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクル

を活用して、年度毎に各施策の実施状況や目

標の達成状況を振り返り、計画の進捗状況を

評価するとともに、達成状況を踏まえた課題

の検証・分析を行い、次年度以降の取組や次

期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

に生かします。

●厚生労働省は、介護保険事業計画に記載され
た事業内容のすべてについて、進捗管理を実
施することが望ましいとしており、特に、保
険者機能を発揮するために不可欠な”第９期
計画の施策の進捗”、”サービス見込み量の進
捗”については、必ず進捗管理を実施するよう
求めていることから、本市の取組みの進捗管
理を行います。

●令和 7年１月８日に庁内会議を開催します。
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【数値目標】

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６（2024）
年度 上半期

集団指導件数（件） 市 １ １ １ １ 1

運営指導件数（件） 市 ９ １０ １０ １０
2

【下半期】8回

介護サービス事業所等との意見交換会の

開催回数（回）
市 ０ ２ ２ ２

0
【下半期】3回

高齢者保健福祉計画等推進委員会の開催

回数（回）
市 １ １ １ ５

0
【下半期】1回
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（１）介護人材の確保・育成

【具体的な取組】

基本目標５ 持続可能な介護保険制度を支える介護人材確保

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

介護人材の

確保・育成

のための事

業所との連

携を推進す

る仕組みづ

くり

【新規】

●介護人材の確保に関する現状把握及び課

題の抽出、原因の分析並びに解決策を考案

し、具体的な介護人材の確保策について、

サービス提供事業者（日向市社会福祉施設

等連絡会等）と専門機関（職業安定所）、宮

崎県福祉人材センター、行政等が官民協働

で協議を行い、介護人材の確保に繋げま

す。

●介護人材確保のためには、離職防止・定着
促進のために、一般社団法人 宮崎県介護
福祉士会やみやざき介護生産性向上総合
相談センター（一般社団法人 介護労働安
定センター 宮崎支部）等と意見交換を検
討していきます。

●介護サービス事業者を超えた職員同士の
ネットワークの構築を図るとともに、介護
職の魅力を再確認する取組を推進するこ
とにより、新任介護人材の離職を防止し、
定着を図ります。

●同上

●介護サービス事業者の施設長または管理
者を対象に、管理職の役割や必要なスキル
を学ぶ研修の開催に取り組みます。

●ポリテクセンター延岡の協力を得て、５月
１１日と２５日に、施設長・管理者・介護
リーダーを対象に在職者向け能力開発セ
ミナーHyuga［～介護リーダーのリアルな
悩みを解決～リーダーシップの極意］を企
画しましたが、参加がありませんでした。

●１月１７日に日向市地域密着型サービス
事業所連絡会主催（市共催）の通所型サー
ビス事業所の管理者等の意見交換会に、高
齢者あんしん課職員も参加し、意見交換を
行います。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

就労支援に

よる介護人

材確保

●雇用担当課・移住担当課との連携を図り、介護の

仕事とのマッチングをする仕組みを整備し、介護

人材の確保に取り組みます。

●宮崎県福祉人材センターと協力し、１１月２
９日に令和６年度 福祉のしごと就職フェ
ア in 日向を開催し、一般求職者や学生の就
職機会の拡大を図りました。
【参加者】
一般：７名 高校生：１９名 合計：２６名

●宮崎県福祉人材センター・日向市地域雇用創造協

議会等と連携を図ります。

●日向市地域雇用創造協議会に就労支援の現
状把握を行います。

介護支援専

門員確保に

向けた対策

●一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会 日向支

部と協議を行いながら、各種研修会や事例検討会

を開催し、介護支援専門員のサポート体制を整備

します。

●介護支援専門員が招集するサービス担当者
会議やケースカンファレンスに高齢者あん
しん課職員も参加し、利用者の支援を通し
て、現状把握と対応策を検討しています。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

●介護人材定着支援交付金等を創設し、介護支援専

門員の確保・育成に努めます。

●２月以降に、日向市介護職員・介護支援専門
員資格取得補助事業補助金交付の申請受付
を予定しています。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

介護人材の

定着への支

援【新規】

●一般社団法人 宮崎県介護福祉士会等の職能団体

と協議を行いながら、介護職員等のサポート体制

を整備します。

●介護職員等に対する「スキル向上」と「知識
のアップグレード」を目的に下記の研修会を
市主催で開催しました。

①相談支援専門員と介護支援専門員等の他職
種連携研修会・意見交換会
第 1回：7月 19 日開催
第 2回：8月 8日開催

②介護現場でのリスクマネジメント研修
（誤薬のリスク・誤薬の事故防止の具体策）
8月 22 日開催

●介護職員等に対する「スキル向上」と「知識
のアップグレード」を目的に下記の研修会を
市主催で開催します。

①相談支援専門員と介護支援専門員等の他職
種連携研修会・意見交換会
第 3回：10 月 18 日開催

②介護施設等に勤務する看護職の看護実践力
向上研修
10 月 18 日開催

③認知症高齢者のケアプラン作成基礎研修
10 月 23 日開催

●介護人材の離職防止・定着促進のために、一
般社団法人 宮崎県介護福祉士会等と意見
交換を検討します。

●介護人材定着支援交付金等を創設し、介護職員等

の確保・育成に努めます。

●２月以降に、日向市介護職員・介護支援専門
員資格取得補助事業補助金交付の申請受付
を予定しています。

●介護職員等による喀痰（かくたん）吸引等研

修受講者に対する厚生労働省が支給する「人材開

発支援助成金」の活用のサポートを行います。

●市のホームページにおいて、介護職員等のよ
る喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度を掲載
しました。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。
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項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

子どもたち

への介護職

の魅力発信

●日向市キャリア教育支援センターなどの関

係機関と連携を図り、小中学生に介護の魅力

を発信する仕組みを検討していきます。

●市のホームページ・市公式LINEにおいて、
介護の仕事の「魅力・やりがい」を掲載し
ました。

●「よのなか教室・よのなか先生」について、

介護サービス提供事業所に登録を促し、介護

の魅力を発信する環境の整備に努めます。

介護離職防

止のための

啓発

●仕事と介護を両立し、介護離職を防ぐための

啓発や介護休業制度等の公的な両立支援策

について周知を図ります。

●市のホームページにおいて、仕事と介護の両
立に不安のある方(動画のご案内)を掲載し
ました。

●左記のとおり、継続して取り組んでいきま
す。

多様な人材

の就労・定

着の促進

【新規】

●外国人材に関する支援については、介護現場

の課題などを踏まえ、市として取り組むべき

支援策を検討します。

●市内で外国人介護人材を雇用している施設
に訪問し、外国人労働者や施設長を含めた介
護職員と意見交換を行います。

●介護サービス事業者を対象に、外国人材の受
入れに関する理解を深めることを目的に、各
受入制度の概要や手続き方法、課題等につい
て協議する検討会を開催します。

●各受入制度の概要や手続き方法、定着に向け
ての支援内容等を学ぶ機会として、１１月２
７日に日向市外国人介護人材の受入れセミ
ナーを開催しました。
【参加者】１５名
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（２）介護現場における生産性向上の取組について

【具体的な取組】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

介護分野の

文書に係る

負担軽減

●文書負担軽減に係る取組を実施し、業務の

効率化に向けた事業者支援を推進します。

●令和 6年 4月 1日より、国が示す標準様式
と厚生労働省「電子申請・届出システム」
の使用が原則化されたことから、市のホー
ムページに介護保険サービス事業者の指
定申請等のウェブ入力・電子申請について
掲載しています。

●介護施設・事業所に対して、介護分野の文
書に関する主な負担軽減策を聴取し、課題
等を共有することで、より簡素化や利便性
向上に資することが期待されるため、検討
していく必要があります。

介護現場の

業務効率化

の取組

●地域医療確保総合確保基金補助金・医療介

護多職種連携推進事業の活用により、介護

現場におけるＩＣＴ化や介護ロボットの

導入を推進し、介護現場の負担軽減を図り

ます。

〔介護ロボット導入支援〕
●市内の福祉用具取扱業者と福祉機器展の
開催に向けて協議を行いました。

〔介護ロボット導入支援〕
●１１月１２日に２０２４ 福祉機器展ｉ
ｎひゅうがを開催し、福祉用具取扱業者３
０社が最新機器等を出展されました。

●市内の福祉用具購入・貸与業者と協議し、

展示会や宮崎県介護ロボット導入支援事

業費補助金手続き相談会を開催します。

●「２０２４ 福祉機器展ｉｎひゅうが」の
開催に向けて、市内の福祉用具購入・貸与
業者と福祉用具の選定等の打ち合わせを
行いました。

●「２０２４ 福祉機器展ｉｎひゅうが」に
おいて、県長寿介護課の協力を得て、宮崎
県介護ロボット導入支援事業相談コーナ
ーを設けました。
【参加者】約９０名
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【数値目標】

項 目 内 容
【令和６年度 上半期】

取組状況
【令和６年度 下半期】

取組予定

●県と連携を図りながら、宮崎県介護現場に

おけるＩＣＴ導入支援事業費補助金等の

補助制度の周知を行い、記録業務、情報共

有業務などの申請手続きのサポートを行

います。

〔介護現場における ICT導入支援〕
●ICT を活用した多職種連携のための情
報共有システムの導入に向けて、８月１
９日（先進地）大分県 佐伯市と意見交換
を行いました。

●ICT を活用した多職種連携のための情
報共有システムの導入に向けて、９月１
３日に、日向市医療介護連携 ICT検討会を
立ち上げ、庁内協議を開始しています。

〔介護現場における ICT導入支援〕
●１１月１３日に令和６年度 医療介護連
携に関する意見交換会を開催し、宮崎県立
延岡病院・済生会日向病院・市内医療機関
の医療ソーシャルワーカーと退院支援看
護師との意見交換を行いました。

●日向市医療介護連携 ICT検討会において、
ICT を活用した多職種連携のための情報
共有システムが関係法令・ガイドラインを
遵守し、安全で適切に利用されるよう、市
独自の運用ポリシーを定め、様々な医療・
介護関係機関に活用してもらえるよう協
議を進めていきます。

指 標 実施主体

実績 目 標 実績
令和４
（2022）
年度

令和６
（2024）
年度

令和７
（2025）
年度

令和８
（2026）
年度

令和６
（2024）
年度 上半期

介護人材確保のための実態把握 市 ０ １ １ １ 0

介護職員等のスキルアップのための研修

会の開催（回）
市 ０ ３ ３ ３ 7


